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問合せ先  取締役経営監理部 長   児  島  和  洋 

( T E L  0 3‐ 3 2 7 5‐ 6 3 0 0)  

  

子会社における新たな事業開始及び業務提携に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 12 月 19 日開催の取締役会において、当社子会社の業務提携及び新たな事業への取

り組みについて決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 

 

記 

1． 業務上の提携の理由及び事業開始の趣旨 

 当社グループでは、エネルギー供給事業を主力事業とし、LP ガス供給事業及び発電・電力供給事業に

取り組んでおり、エネルギー供給事業は当社グループの大きな柱となっております。 

一方で、当社グループにおいては、皆様の「豊かなくらしのにないて」を実現すべく、「飲食店舗展開

（直営・フランチャイジー）事業」「飲食店テナント管理事業」を運営しております。その経験を踏まえ、

当社グループでは「食」への更なる事業展開の道を検討しておりました。 

今般、「カールスジュニア」 レストランを世界的にフランチャイズ展開している Carl's Jr. Restaurants 

LLC 社（以下、CJR 社）と契約を締結し、日本国内でのプレミアムバーガー専門店の出店に関する独占

権を取得する運びとなりました。 

これにより、現在展開している飲食関連事業のみならず、当社グループとして取り組んでいるホスピ

タリティ事業を更に充実させる所存です。 

そして、エネルギー事業について更なる拡充を図るとともに、飲食関連事業を展開していくことによ

り、「豊かなくらしのにないて」を標榜する企業として、広く社会に貢献する企業グループを目指してま

いります。 

 

2． 提携の内容 

当社が、CJR社が展開する「カールスジュニア」レストランの日本国内における店舗展開について、

業務上の提携を行います。具体的には、「カールスジュニア」レストランの日本国内における店舗の運



営及び「カールスジュニア」レストランのフランチャイズ事業展開における国内独占権を当社が保有い

たします。 

 

3． 新たな事業の概要 

(1) 新たな事業の内容 

プレミアムバーガー専門店「カールスジュニア」レストランの日本国内における経営及び関連事業 

ならびに日本国内におけるフランチャイズ事業展開 

(2) 当該事業を担当する部門 

後記 4.において組織する、カールスジュニアジャパン株式会社が当該事業を担当します。 

(3) 当該事業開始のために特別に支出する金額の内容 

カールスジュニアジャパン株式会社の増資費用及び当面の事業資金として 200 百万円 

なお、増資については、事業開始までに実施いたします。 

 

4．当該子会社の概要 

(1) 名称 
カールスジュニアジャパン株式会社 

（英文社名：Carl’s Jr. Japan Inc.） 

(2) 所在地 東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邉 雅人 

(4) 事業内容 
フランチャイズチェーンによるバーガー専門店 

「カールスジュニア」の経営及び関連事業 

(5) 資本金 3 百万円 

(6) 株主構成 当社（株式会社ミツウロコグループホールディングス）100.0％ 

 なお、当該子会社は、現在当社グループにある株式会社ハマボールイアス（所在地：神奈川県横浜

市西区北幸二丁目 2 番 1 号）の商号及び本店所在地を変更したうえで当該会社株式 60 株を当社が取得

する予定です（効力発生日 平成 26 年 12 月 19 日）。 

 

5．提携の相手方の概要 

（1）名称 Carl's Jr. Restaurants LLC 

（2）所在地 
The state of Delaware,United States of America 

(アメリカ合衆国デラウェア州) 

（3）代表者の役職・氏名 Chief Executive Officer Andrew F. Puzder 

（4）設立 2013 年 1 月 30 日 

（5）上場会社と当該会社との関係 該当ありません。 

 

 



6．日程 

(1) 取締役会決議日 平成 26 年 12 月 19 日 

(2) 事業開始期日 平成 27 年 10 月 上旬（予定） 

 

7．今後の見通し 

当該新規事業については本格開始を翌期に見込んでいることから、当期（平成 27 年 3 月期）の連結業

績及び個別業績に与える影響は軽微であると判断しております。今後、連結業績及び個別業績に重要な

影響が生じることとなった場合は、判明次第、速やかに開示させて頂きます。 

 

以上 


